
①寄附のお申込み
※郵送・FAX・電子メールのいずれかにより送付

　

②名護市受付後、納入方法のお知らせ

③納付手続き（金融機関にて）

④寄附金受領証明書

⑦翌年度の住民税の軽減

⑥
所
得
税
の
還
付

【ふるさと納税】制度の流れ（イメージ図）

連　　絡

⑤
確
定
申
告

寄附者の皆様 名護市

税務署 住所地の市町村

皆様からのご寄附を
まちづくりに活かします


